
事 務 連 絡  

令和５年１月４日   

 

各都道府県消防防災主管課  

東京消防庁・各指定都市消防本部 

 

消 防 庁 予 防 課 

 

 

消防法令における各種手続に係る標準様式等の追加プリセットに

ついて（情報提供） 

 

平素から消防行政に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

火災予防関係手続における電子申請等の導入については、令和４年度中の導

入に向けて各消防本部における取組を推進いただいているところです。 

今般、消防庁において、マイナポータル「ぴったりサービス」（以下「ぴった

りサービス」という。）に、標準様式・申請フォーム（以下「標準様式等」とい

う。）の追加プリセットを行いましたのでお知らせします。 

各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県内の市町村等（消防

の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対してもこの旨周知していただき

ますようお願いします。 

 

記 
 

１ 追加プリセットされた手続について 

以下の手続について、ぴったりサービスへの標準様式等のプリセットが完 

了し、令和５年１月４日より、消防本部において、当該標準様式等を活用した 

手続の登録が可能となったため、積極的に登録されたいこと。 

(1) 防火対象物使用開始届出 

(2) 火を使用する設備等の設置の届出（炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・

給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ず

る設備・放電加工機） 

(3) 火を使用する設備等の設置の届出（急速充電設備・燃料電池発電設備・発  

電設備・変電設備・蓄電池設備） 

(4) 消防訓練届出 

 

御中 



２ 今後の標準様式等の修正予定について 

これまでにぴったりサービスへのプリセットが完了した以下の手続につい 

ても、標準様式等の修正を予定していること。これに伴い、ぴったりサービ 

スを利用する消防本部については、対応が必要となる場合があるため、別添 

を確認されたいこと。 

(1)  令和４年度中に修正を予定している手続 

ア 工事整備対象設備等着工届出 

イ 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出 

ウ 防火・防災管理者選任（解任）届出 

エ 消防計画作成（変更）届出 

オ 防火対象物点検結果報告 

カ 防災管理点検結果報告 

キ 防火対象物点検報告特例認定申請 

ク 管理権原者変更届出（防火管理） 

ケ 防災管理点検報告特例認定申請 

コ 管理権原者変更届出（防災管理） 

(2) 令和５年度中に修正を予定している手続 

ア 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告 

イ 統括防火・防災管理者選任（解任）届出 

ウ 全体についての消防計画作成（変更）届出 

エ 自衛消防組織設置（変更）届出 

 

３ その他 
(1)  「火災予防分野における各種手続の電子申請等の導入支援に係るアドバ

イザー制度の実施について」（令和４年５月 25 日付け消防予第 254 号）に

より設置をお知らせした導入支援アドバイザーについては、令和５年３月

15日までが実施期間となっているため、積極的に利活用して令和４年度中

に電子申請等の受付を開始できるように取組を進められたいこと。 

(2)  「マイナポータル申請管理への機能移行に向けた作業実施の依頼につい

て（情報提供）（令和４年 12 月 28 日付け事務連絡）」においてお知らせ

したぴったりサービス自治体側システムの運用制限に伴い、令和５年３月

11 日から令和５年４月３日までの間はぴったりサービスの手続の設定が

できないため、令和４年度中に手続の設定を予定している消防本部につい

ては令和５年３月 10日までに実施されたいこと。 

（問い合わせ先） 

総務省消防庁予防課 

担当：米田、中嶋、上野、藤原、原口 

TEL ：03-5253-7523 

MAIL：yobo@soumu.go.jp 



①標準様式
を利用する
消防本部
※１

②標準様式
以外を利用
している
消防本部
※2

改正前の様式の経過措置期間※3

４月1日
（予定）

ぴったりサービスのプリセット様式の修正に伴う消防本部での対応について

改正後の新様式、新しい入力フォームでの運用改正前の様式（標準様式）での運用

様式を改正する
省令・告示の施行

改正前の様式（標準様式以外）での運用

手続の設定ができない期間
（R5.3.11～R5.4.3）

※ぴったりサービスを利用する
消防本部のみが該当

令和６年３月31日
（予定）

経過措置期間
の終了

自動
切替え

（スケジュール）

様式の改正に伴い、R5.4.4頃に自動で新様式に
切り替わるため、消防本部での作業は生じない

様式の改正に伴い、R5.４.4頃～R6.3.31の間に、
ぴったりサービスで改正後の新様式での手続登録の
作業が必要
※改正前の様式の公開期限を「改正後の様式の利用
開始日まで」に設定することが必要

※１ ぴったりサービス上に手続登録を行っているが、公開開始日を未来の日付に設定している消防本部についても同様
※２ R5.3.10までに標準様式以外で、手続登録を行う予定の消防本部も同様
※３ 様式を改正する省令・告示の施行後も、引き続き旧様式を使用できる経過措置期間（ R6.3.31まで）を設ける予定です。

別添

令和５年３月11日
（予定）

ぴったりサービス
自治体側システム
の運用制限



ぴったりサービスの標準様式使用確認方法について

■ぴったりサービスに登録した手続に標準様式が使用されているかは、サービス検索・申請システムの
画面より以下の方法で確認します。

①「申請 手続一覧画面」の手続に、「標準様式名」が表示されている。

②手続編集画面の「【様式】」項目の、「標準様式を使用する」のチェックボックスがチェックされている。
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